
議案第２３号

渋川市営住宅等条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和２年２月２８日提出

渋川市長 髙 木 勉

渋川市営住宅等条例の一部を改正する条例

渋川市営住宅等条例（平成１８年渋川市条例第２１１号）の一部を次のよ

うに改正する。

第１１条第１項第１号を次のように改める。

（１） 請書その他規則で定める書類を提出すること。

第１１条中第３項を削り、第４項を第３項とし、第５項を第４項とする。

第１２条を次のように改める。

第１２条 削除

第１８条第１項中「第１１条第５項」を「第１１条第４項」に改める。

第１９条第４項を同条第５項とし、同条第３項ただし書中「未納の家賃、

損害賠償金等」を「賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の

不履行又は損害賠償金」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項の次に

次の１項を加える。

３ 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行し

ないときは、市は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合

において、入居者は市に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭

の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することがで

きない。

第２０条第１項中「費用（畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修

繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要す

る費用等で市長が別に定めるものを除く。）は」を「費用は、次条の規定に

より入居者の負担とするものとして定めるものを除いて」に改め、同条第３

項中「第１項に掲げる」を「市営住宅及び共同施設の」に、「同項」を「第

１項」に改める。

第２１条第４号中「前３号」を「前各号」に改め、同号を同条第６号とし



、同条第３号の次に次の２号を加える。

（４） 畳の表替え、ふすまの張替え、障子の張替え、網戸の張替え、破

損ガラスの取替え等の軽微な修繕（通常の使用による損耗のための修繕

を除く。）に要する費用

（５） 給水栓、点滅器その他の附帯施設の構造上重要でない部分の修繕

に要する費用

第２１条に次の２項を加える。

２ 市長は、前項各号に掲げる費用のうち、入居者の共通の利益を図るため

特に必要と認めるものについて、規則で定めるところにより共益費として

入居者から徴収することができる。

３ 第１８条の規定は、共益費について準用する。

第３９条第３項中「年５分の割合」を「法定利率」に改める。

第４４条後段中「第１１条第５項」を「第１１条第４項」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の日前に到来した支払期に係る改正前の第３９条第３項

に規定する利子については、なお従前の例による。

理 由

連帯保証人を廃止し、共益費を徴収し、及び民法改正に伴う改正をするた

め、所要の改正をしようとするものである。



渋川市営住宅等条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表
（傍線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（住宅入居の手続） （住宅入居の手続）

第１１条 入居決定者は、決定のあった日から１０日以内に、次に掲げる手 第１１条 入居決定者は、決定のあった日から１０日以内に、次に掲げる手

続（以下この条において「入居手続」という。）をしなければならない。 続（以下この条において「入居手続」という。）をしなければならない。

（１） 請書その他規則で定める書類を提出すること。 （１） 連帯保証人１人の連署する請書を提出すること。

（２） （略） （２） （略）

２ （略） ２ （略）

３ 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第１項第１号に規定

する請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

３ （略） ４ （略）

４ （略） ５ （略）

（連帯保証人の資格等）

第１２条 削除 第１２条 前条第１項第１号に規定する連帯保証人は、次に掲げる条件を具

備する者で市長が適当と認めるものでなければならない。

（１） 県内に居住していること。

（２） 独立の生計を営んでいること。

（３） 入居決定者と同程度以上の収入を有すること。

２ 連帯保証人は、入居者の一切の責めについて連帯保証を負う。

３ 市営住宅の入居者は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当すること

となったときは、速やかに当該連帯保証人を変更し、新たな連帯保証人に

ついて市長の承認を得なければならない。

（１） 死亡したとき。

（２） 破産、失職その他の理由により保証能力を有しなくなったとき。

（３） 住所又は居所が不明になったとき。

（４） 後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたとき。

（５） その他市長が必要と認めてその変更を求めたとき。

４ 市営住宅の入居者は、連帯保証人の住所、氏名又は勤務先に変更があっ

たときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

（家賃の納付） （家賃の納付）

第１８条 市長は、入居者から第１１条第４項の入居可能日から当該入居者 第１８条 市長は、入居者から第１１条第５項の入居可能日から当該入居者
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が市営住宅を明け渡した日（第３０条第１項又は第３４条第１項の規定に が市営住宅を明け渡した日（第３０条第１項又は第３４条第１項の規定に

よる明渡しの期限として市長が指定した日又は明け渡した日のいずれか早 よる明渡しの期限として市長が指定した日又は明け渡した日のいずれか早

い日、第３９条第１項の規定による明渡しの請求のあったときは、明渡し い日、第３９条第１項の規定による明渡しの請求のあったときは、明渡し

の請求のあった日）までの家賃を徴収する。 の請求のあった日）までの家賃を徴収する。

２～４ （略） ２～４ （略）

（敷金） （敷金）

第１９条 （略） 第１９条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行し

ないときは、市は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合

において、入居者は市に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭

の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することがで

きない。

４ 敷金は、入居者が市営住宅を明け渡すときこれを返還する。ただし、市 ３ 敷金は、入居者が市営住宅を明け渡すときこれを返還する。ただし、市

長は、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は 長は、未納の家賃、損害賠償金等

損害賠償金があるときは、敷金の全部又は一部をこれらに充当することが があるときは、敷金の全部又は一部をこれらに充当することが

できる。 できる。

５ 敷金には利子を付さない。 ４ 敷金には利子を付さない。

（修繕経費の負担） （修繕経費の負担）

第２０条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、次条の規定により 第２０条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用（畳の表替え、破損ガ

入居者の負担とするものとして定めるものを除いて ラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上

重要でない部分の修繕に要する費用等で市長が別に定めるものを除く。）

、市の負担とする。 は、市の負担とする。

２ （略） ２ （略）

３ 入居者の責めに帰すべき理由により市営住宅及び共同施設の修繕の必要 ３ 入居者の責めに帰すべき理由により第１項に掲げる 修繕の必要

が生じたときは、第１項の規定にかかわらず入居者は、市長の選択に従い が生じたときは、同項 の規定にかかわらず入居者は、市長の選択に従い

修繕し、又はその費用を負担しなければならない。 修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

４ （略） ４ （略）

（入居者の費用負担義務） （入居者の費用負担義務）

第２１条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。 第２１条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略）

（４） 畳の表替え、ふすまの張替え、障子の張替え、網戸の張替え、破

損ガラスの取替え等の軽微な修繕（通常の使用による損耗のための修繕

を除く。）に要する費用
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（５） 給水栓、点滅器その他の附帯施設の構造上重要でない部分の修繕

に要する費用

（６） 前各号に掲げるもののほか、市長が指定する費用 （４） 前３号に掲げるもののほか、市長が指定する費用

２ 市長は、前項各号に掲げる費用のうち、入居者の共通の利益を図るため

特に必要と認めるものについて、規則で定めるところにより共益費として

入居者から徴収することができる。

３ 第１８条の規定は、共益費について準用する。

（市営住宅の明渡請求） （市営住宅の明渡請求）

第３９条 （略） 第３９条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 市長は、第１項第１号の規定に該当することにより同項の請求を行った ３ 市長は、第１項第１号の規定に該当することにより同項の請求を行った

ときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期 ときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期

間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃 間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃

の額との差額に法定利率 による支払期後の利子を付した額の金銭を、 の額との差額に年５分の割合による支払期後の利子を付した額の金銭を、

請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については 請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については

、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の２倍に相当する額以下の金銭を徴収 、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の２倍に相当する額以下の金銭を徴収

することができる。 することができる。

４～７ （略） ４～７ （略）

（準用） （準用）

第４４条 社会福祉法人等による市営住宅の使用については、第１８条から 第４４条 社会福祉法人等による市営住宅の使用については、第１８条から

第２６条まで、第３４条、第３８条の規定を準用する。この場合において 第２６条まで、第３４条、第３８条の規定を準用する。この場合において

、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあり、 、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあり、

及び「市営住宅の入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第１８条第 及び「市営住宅の入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第１８条第

１項中「第１１条第４項」とあるのは「第４２条第２項」と、「入居可能 １項中「第１１条第５項」とあるのは「第４２条第２項」と、「入居可能

日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第３０条第１項又は第３４条第 日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第３０条第１項又は第３４条第

１項」とあるのは「第３４条第１項」と、「第３９条第１項」とあるのは １項」とあるのは「第３４条第１項」と、「第３９条第１項」とあるのは

「第４７条」と読み替えるものとする。 「第４７条」と読み替えるものとする。


